
社会保障・税一体改革による

社会保障の充実・安定化について（案）

※ 平成25年9月10日の社会保障・税一体改革関係６大臣打ち合わせを踏まえ、

関係府省でとりまとめたもの。

社会保障審議会
介護保険部会（第51回） 参考資料２

平成25年10月30日



0.7兆円程度

1.5兆円程度
※充実と重点化・効率化

を併せて実施

0.6兆円程度

所要額（公費※）合計 ＝ ２．８兆円程度

○子ども・子育て支援の充実（待機児童の解消などの量的拡充と質の向上）

○現行制度の改善
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○医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等
・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期
（リハビリ）、退院までの流れをスムーズにしていくことで、
早期の在宅・社会復帰を可能にする。

・在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。

・医師、看護師等の医療従事者を確保する。

（新たな財政支援制度の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方
の検討・必要な措置）

②地域包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・
医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括
ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

ⅰ）医療と介護の連携、ⅱ）生活支援・介護予防の基盤整備
ⅲ）認知症施策、ⅳ）地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し
ⅴ）マンパワーの確保等

など

○難病、小児慢性特定疾患に係る
公平かつ安定的な制度の確立

・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大

○医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化
・低所得者が多く加入する国民健康保険への財政支援の

拡充（国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支援の拡充を含む）

・協会けんぽに対する国庫補助

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等
・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

④介護給付の重点化・効率化
・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

など

※ 消費税財源（平年度ベース）

・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充実

・「待機児童解消加速化プラン」の実施

・新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業

・社会的養護の充実 など

＊2017年度時点では、3.2兆円程度の見込み。
（注）上記の表は、消費税増収分を活用した社会保障の充実について、

公費に影響のあるものについて整理したものである。

社会保障・税一体改革による社会保障の充実
※ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、基礎年金国庫負担
割合の1/2への恒久的引上げ等＊による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。
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37.8兆円

消費税引上げに伴う増
0.8兆円

年金国庫負担1/2等
3.2兆円

社会保障の充実
2.8兆円

7.3兆円
後代への負担の
つけ回しの軽減

社会保障４経費
（国・地方）
37.8兆円

社会保障４経費
（国・地方）
44.5兆円

消費税収4％分
(国・地方）
（現行の地方
消費税除く）

11.2兆円

＜改革を織り込んでいない姿＞ ＜改革を織り込んだ姿＞

0.8兆円

2.8兆円

3.2兆円

14.

0
兆
円

消
費
税
率
５
％
引
上
げ
分

社会保障の安定財源確保

差額
19.3兆円

充実
１％

安定
４％

37.8兆円

消費税収4％分
(国・地方）
（現行の地方
消費税除く）

11.2兆円

差額
26.6兆円

（注１）社会保障制度改革推進法では、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に
係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるもの」とされている（社会保障制度改革推進法第２条第１項４号）。

（注２）計数は、２０１７年度時点の見込み。
（注３）上図の社会保障４経費のほか、「社会保障４経費に則った範囲」の地方単独事業がある。
（注４）引上げ分の地方消費税については、地方税法において、社会保障施策に要する経費に充てるとされている。また、引上げ分の地方消費税と消費税に係る交付税

法定率分の総額を、地方単独事業を含む地方の社会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することとされている。

○ 今般の社会保障・税一体改革により、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収（国・地方、現行の地方消費税収を
除く）は、全て社会保障財源化される。

○ 消費税率引上げによる増収分は、消費税率が税制抜本改革法に則り５％引き上げられた場合には、「社会保障の安定
化」に４％程度、「社会保障の充実」に１％程度向けられることになる。

全
て
社
会
保
障
財
源
化
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＜参考資料＞
（厚生労働省・内閣府）



：

※ 消費税については、国の会計年度と、消費税を納税する者の事業年度が必ずしも一致しないこと等により、段階的な増収となる。財務省・総務省による一定
の仮定に基づく機械的試算によれば、26年度の増収額は消費税率換算で1.9％程度と見込まれ、これに内閣府試算に基づく１％当たりの消費税収を乗じれば、
5.1兆円程度となる。

○年⾦国庫負担割合２分の１
（平成24年度・25年度の基礎年⾦国庫負担割合

２分の１の差額に係る費用を含む）

○社会保障の充実
・子ども・子育て支援の充実
・医療・介護の充実
・年⾦制度の改善

○消費税引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬などの物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・高齢化等に伴う増（自然増）を含む安定財源が

確保できていない既存の社会保障費

平成26年度の社会保障の充実・安定化について

2.95兆円程度

○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。

○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成26年度の増収額
5.1兆円程度(※)については、
①まず基礎年⾦国庫負担割合２分の１に2.95兆円程度を向け、
②残額を満年度時の
・「社会保障の充実」及び「消費税引上げに伴う社会保障４経費の増」と
・「後代への負担のつけ回しの軽減」
の⽐率（概ね１：２）で按分した額をそれぞれに向ける。

0.5兆円程度

0.2兆円程度

1.45兆円程度

＜26年度消費税増収分の内訳＞
後代への負担のつけ回しの軽減

消費税引上げに伴う社会保障4経費の増

社会保障の充実

年金国庫負担割合1/2

（参考）算定方法のイメージ

26年度 満年度
（消費税率５％引上げ時）

2.95兆円

0.5兆円

0.2兆円

1.45兆円

7.3兆円

0.8兆円

2.8兆円

3.2兆円

：

概ね

②

①
②

①
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平成２６年度における社会保障の充実に係る事項要求の考え方について（案）
（厚生労働省・内閣府）

子ども・子育て支援

○「待機児童解消加速化プラン」の推進
・29年度末までに約40万人分の保育の受け皿を確保することとし、新制度の施行を
待たずに、25・26年度で約20万人分を確保する。

○新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業（子ども・子育て支援法附則）
○社会的養護の充実

～０．３兆円程度～

医療
・介護

①医療・介護サービスの
提供体制改革

＜病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等＞
○病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期（リハビリ）、退院までの流れを
スムーズにしていくことで、早期の在宅・社会復帰を可能にする。

○在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。
○医師、看護師等の医療従事者を確保する。 ～０．１兆円程度～

＜地域包括ケアシステムの構築＞
介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・医療・予防・生活支援・
住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するための取組を行う。

②医療保険制度の改革

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充
※保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援の拡充についても

今後実施する予定（1,700億円程度）
620億円程度

低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し（２７年１月実施） 50億円程度

③難病・小児慢性特定疾患に
係る公平かつ安定的な制度
の確立

難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定
疾患に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立する。（２７年１月実施）

～300億円程度～

年 金 遺族年金の父子家庭への拡大 10億円程度

合 計 ０．５兆円程度

○ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、平成26年度の増収額（5.1兆円程度（※２））
については、基礎年金国庫負担割合の1/2への恒久的引上げ等（2.95兆円程度）による社会保障の安定化のほか、0.5兆円
程度を「社会保障の充実」に充てる。

○ 以下の内容は、現時点の厚生労働省・内閣府の考え方を示すものであり、今後の予算編成過程で引き続き検討・調整を行う。

※１ このほか、消費税引上げに伴う社会保障支出の増についても、予算編成過程で検討。
※２ 上記の数字は公費（国及び地方の合計額）であり、国及び地方の内訳についても予算編成過程で検討するが、現行制度における国と地方の負担割合は、

全体として、子ども・子育て分野では概ね１：１、医療保険分野では概ね２：１、介護分野では概ね１：１となっている。 3



子ども・子育て支援の充実

○子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、待機児童の多い市町村等が取り組む保育その他の子ども・子育て支援に

関する事業を支援 (子ども・子育て支援法附則第10条)

Ⅱ．保育緊急確保事業

○子ども・子育て支援新制度の施行(27年度予定)を待たずに、「緊急集中取組期間」(25・26年度)で約20万人分、潜在ニーズを

含め、保育ニーズのピークを迎える29年度末までに合わせて約40万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指す。

○消費税財源を活用して以下を実施し、意欲ある地方自治体を強力に支援。（☆はⅡ．保育緊急確保事業として実施）

緊急集中取組期間

25年度 27年度 29年度 31年度

新制度スタート

２年間前倒し緊急プロジェクト

保育ニーズのピーク

新制度等による取組

取組加速期間

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（27～31年度）

４０万人２０万人

待機児童解消を目指す

新制度の下で市町村が実施する、地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・子育て支援事業等を先行的に支援。

２ 新制度に基づく事業の先行的な支援

１「待機児童解消加速化プラン」の推進

消費税財源確保

○ 児童養護施設等の受入児童数の拡大（虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもの増加への対応）

○ 児童養護施設等での家庭的な養育環境（小規模グループケア、グループホーム）の推進

Ⅰ．「待機児童解消加速化プラン」の推進

Ⅲ．社会的養護の充実

■地域子育て支援拠点事業 ■一時預かり事業 ■ファミリー・サポート・センター事業

■放課後児童クラブの充実（開所時間の延長の促進（小１の壁の解消）） 等

※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等は、別途、確実に確保。

■小規模保育、家庭的保育、幼稚園の長時間預かり保育や、認可を目指す認可外保育施設への支援 ☆

■保育の量拡大に対応した保育所運営費の確保 ■保育士確保対策（処遇改善）☆ ■利用者支援 ☆ 等

（上記 Ⅰ）

※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等についても、別途適切に確保
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医療・介護の提供体制の見直し
○ 医療・介護サービスについては、２０２５（平成３７）年に向け、住み慣れたまちで、安心して、その人に応じた
適切なサービスを受けられる社会を目指し、効率的で質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括
ケアシステム（医療、介護、住まい、予防、生活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される体制）を構
築することが必要。

○ このため、２６年通常国会に必要な法律案を提出するとともに、 ２９年度までを目途に順次必要な措置を
講じていく。併せて、２６年度予算編成過程において、新たな財政支援制度や、病床の機能分化・連携や在宅
医療等を推進するための診療報酬改定等について、消費税の増収分を活用した対応の在り方を検討。

【高度急性期病院】

高度な治療と
手厚い看護

・在宅復帰に向けた医療
・集中的なリハビリ

・退院調整スタッフが身近な

・スムーズに転院

・退院調整スタッフが身近な
病院を紹介
・スムーズに転院

救急搬送

転院

入院
医療

介護

すぐに、円滑
に救急搬送

身近にいる

康管理を相談

身近にいる

かかりつけ医に、
幅広い病気や健
康管理を相談

【かかりつけ医】 在宅医療・
外来受診

【回復期病院】【急性期病院】

【老人保健施設】

自立 要介護（軽度） 要介護（中重度）

集中的なリハビ
リを受けて、
早期の在宅復帰

、２４時間対応の訪問介護・看護、
小規模多機能型居宅介護等に
より、重度になっても在宅での
生活を支援

デイサービスや

訪問介護サービス等に
より、在宅生活を支援

【住まい】ボランティア・ＮＰＯ等の多様な主体による見守
り・配食・買い物支援等の生活支援サービス

社会参加が推進さ

活動が充実

社会参加が推進さ
れ地域での
介護予防

活動が充実

【生活支援】

要支援

多様な

生活支援や
介護予防

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど高
齢者が安心して暮らせる多様な住まい

⽼⼈クラブ・⾃治会・
ボランティア・ＮＰＯ 等

【介護予防】

【特別養護老人ホーム等】

【在宅介護サービス】【在宅介護サービス】

発症

【在宅医療】

早く在宅復帰

・訪問診療、訪問看護

・症状が悪化した場合
は病院で受け入れ

【自宅】

身近にいる

康管理を相談

身近にいる

かかりつけ医に、
幅広い病気や健
康管理を相談

【かかりつけ医】

在宅医療・
外来受診

改
革
後
の
姿
（
利
用
者
の
立
場
か
ら
）
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保険料額

７割
軽減

５割 ２割
応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

収入

国民健康保険・後期高齢者医療の低所得者の保険料軽減措置の拡充

○ 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の軽減判定所得の基準を見直し、保険料の軽減対象を拡大する。

７割
軽減

５割 ２割
応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

対象者を拡大

98万円 147万円 223万円 ※ 給与収入、三人世帯の場合 266万円178万円

《具体的な内容（案）》
① ２割軽減の拡大 … 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。

（現行） 基準額 33万円＋35万円×被保険者数 （給与収入 約223万円、3人世帯）
（改正後） 基準額 33万円＋45万円×被保険者数 （給与収入 約266万円、3人世帯）

② ５割軽減の拡大 … 現在、二人世帯以上が対象であるが、単身世帯についても対象とするとともに、軽減対象となる所得基準額を
引き上げる。
（現行） 基準額 33万円＋24.5万円 × （被保険者数－世帯主） （給与収入 約147万円、3人世帯）
（改正後） 基準額 33万円＋24.5万円 × 被保険者数 （給与収入 約178万円、3人世帯）

（注） 後期高齢者医療制度においても同様の見直しを予定（さらに保険料が軽減される者 １００万人）。

保険料額

収入

＜国民健康保険制度の場合＞※さらに保険料が軽減される者 ４００万人

(参考)

国保制度では、このほか、保険料の軽減対象者数に応じた

保険者への財政支援の拡充についても今後実施する予定。

現行 改正後
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70～74歳の患者負担特例措置の見直し

※ 現役並み所得者
国保世帯：課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯、被用者保険：標準報酬月額28万円以上の70歳以上の被保険者及びその被扶養者
(ただし、世帯の70歳以上の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(70歳以上の被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合は除く)

７０歳

【１割】

【３割】

７５歳

【１割】

【２割】

【２割→１割】
（予算措置

で凍結）

【３割】

【１割】

【２割】

【３割】

70歳に到達す
る者から段階
的に２割負担

＜現状＞

【２割(法定)
→１割】

（予算措置
で凍結中）

法定の形

【１割】

【２割】

【１割】

【３割】

【１割】

【２割】

【１割】

【３割】

【１割】

【２割】

【１割】

【３割】

＜見直し案＞

１年目

（約600万人）

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

【
３
割
】

２年目 ３年目 ４年目 ５年目
一般・低所得者

現役並み
所得者※

○ 70～74歳の者の患者負担は、現在、２割負担と法定されている中で、平成20年度から毎年度、約２千億円の予算措置により１割負担に凍結している。

○高齢者医療制度改革会議 最終とりまとめ（平成22年12月20日） －抄－
「新たな制度の施行日以後、70歳に到達する方から段階的に本来の2割負担とする」 ⇒ 個人で見た場合、負担が増える人が出ないような方法

○社会保障制度改革国民会議 報告書（平成25年8月6日） －抄－
暫定的に1 割負担となっている70～74 歳の医療費の自己負担については（略）、世代間の公平を図る観点から止めるべきであり、政府において

は、その方向で、本年6 月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」のとおり「早期に結論を得る」べきである。その際は、低所得者の負
担に配慮しつつ、既に特例措置の対象となっている高齢者の自己負担割合は変わることがないよう、新たに70 歳になった者から段階的に進めること
が適当である。

○社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子（平成25年8月21日閣議決定） －抄－
（６）持続可能な医療保険制度を構築するため、次に掲げる事項等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

③ 保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等について次に掲げる措置
イ 低所得者の負担に配慮しつつ行う、70歳から74歳までの者の一部負担金の取扱い及びこれと併せて検討する負担能力に応じた負担との観点からの高額療養費の見直し
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２．見直しの内容（例）

○ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の
歯止めを設ける仕組み。今般、負担能力に応じた負担とする観点から、高額療養費の所得区分を細分化して、自
己負担限度額をきめ細かく設定するもの。

１．見直しの趣旨
※ 現時点のたたき台の案であり、今後の議論によって変更がありうる。

高額療養費制度の見直し

３．実施時期：平成27年１月（予定）

＜７０歳未満＞

所得区分 所得区分 所得区分 所得区分

年収約1510万円以

上（標報121万円）

1160～1510
（83～115万）

970～1160
（65～79万円）

770～970
（53～62万円）

570～770
（41～50万円）

570～770
（41～50万円）

370～570
（28～38万円）

370～570
（28～38万円）

310～370
（24～26万）

～310
（22万円以下）

低所得者
（住民税非課税）

低所得者
（住民税非課税）

低所得者
（住民税非課税）

低所得者
（住民税非課税）

＜70～74歳（3割・2割負担の者）＞
所得区分 外来限度額 入院限度額 所得区分 外来限度額 入院限度額 所得区分 外来限度額 入院限度額 所得区分 外来限度額 入院限度額

570以上
（標報41万以上） 68100

122400＋1%
＜68100＞

570以上
（標報41万以上）

68100
122400＋1%
＜68100＞

370～570
（28～38万） 44400

80100＋1%
＜44400＞

370～570
（28～38万）

44400
80100＋1%
＜44400＞

310～370
（24～26万） 24600

62100
＜44400＞

～310
（22万以下） 12000

44400
＜44400＞

低Ⅱ 24600 低Ⅱ 24600 低Ⅱ 24600 低Ⅱ 24600
低Ⅰ 15000 低Ⅰ 15000 低Ⅰ 15000 低Ⅰ 15000

限度額（月単位）

770～1160
（53～79万円）

1160～
（83万円以上）

一般所得者
370以下（標
報26万以下）

8000 8000

44400

※ 政令本則上

は、62,100円

44400

8000 8000

370以下（標報
26万以下）

12000

12000

※政令本

則上は、
24,600円

370以下（標報
26万以下）

12000 44400

370～（標報28
万以上）

44400
80100＋1%
＜44400＞

現行 案１ 案３

150000＋1%
＜83400＞

※標準報酬53万円に対応す

る総報酬月額60万円の25％
となるよう設定。

※4月目以降は、年間負担額
が総報酬月額60万円の2ヶ月

程度となるよう設定。

322500＋1%
＜179100＞

252600＋1%
＜140100＞

207600＋1%
＜115200＞

167400＋1%
＜93000＞

案２

1160～
（83万円以上）

252600＋1%
＜140100＞

167400＋1%
＜93000＞

252600＋1%
＜140100＞

～370
（26万円以下）

370～770
（28～50万円）

35400
＜24600＞

57600
<44400>

80100＋1%
＜44400＞

現役並み所得

者

370～（標報28
万以上）

122400＋1%
＜68100＞

80100＋1%
＜44400＞

～370
（26万円以下）

57600
<44400>

35400
＜24600＞

35400
＜24600＞

44400
＜44400＞

35400
＜24600＞

62100
＜44400＞

80100＋1%
＜44400＞

122400＋1%
＜68100＞

80100＋1%
＜44400＞

※平成16年度の政管平均標
報28万円に対応する総報酬

月額（32万円）の25％

となるよう設定。
※4月目以降は、年間負担額

が総報酬月額32万円の2ヶ月
程度となるよう設定。

80100＋1%
＜44400＞

44400

770～1160
（53～79万円）

167400＋1%
＜93000＞

上位所得者

年収約770万円
以上
（標準報酬月額
53万円以上）

一般所得者

～770

限度額（月単位） 限度額（月単位） 限度額（月単位）

約2,780万人

約1,060万人

約1,450万人

約2,700万人

約20万人

約40万人

約40万人

約350万人

約3,000万人
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○ 医療費助成について､都道府県の超過負担の解消を図るとともに､公平かつ安定的な制度を確立する｡
○ 上記措置を２７年１月を目途に実施することを目指し、このために必要な法律案を平成２６年通常国会に提出する

ことを目指す。
※ 同様に、小児慢性特定疾患対策についても、新たな医療費助成の制度の構築を図る。

新たな医療費助成の制度
（ 法 定 給付 ）

【現行】

次に掲げる事項等について検討を加え、必要な措置を講ずる。

○ 制度として確立された医療の社会保障給付とすること。

→ 新たな医療費助成を法定給付として位置付け、消費税増収分

を活用。

○ 対象疾患の拡大

→ 症例が比較的少なく、原因不明かつ効果的な治療法が未確立

であり、長期療養を必要とする疾患で一定の診断基準等がある

ものを対象とする。

第三者的な委員会において決定。

○ 対象患者の認定基準の見直し

→ 症状の程度が一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支

障がある者を対象とする。

○ 類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直し

→ 病気がちであったり、費用が高額な治療を長期にわたり継続し

なければならない患者等を対象とする他制度の負担の在り方を

参考に設定。

都道府県の超過負担解消を図るとともに、
公平で安定的な医療費助成の制度を確立

【現行】

特定疾患治療研究事業
（予算事業）

＜事業の概要＞

希少で、原因不明、治療法未確立等である

疾患について、、医療の確立、普及を図ると

ともに、患者の医療費の負担軽減を図る。

＜問題点＞

・ 対象疾患については、原因不明で治療法

未確立でも医療費助成の対象に選定されて

いないケースがあるなど疾患間の不公平が

ある。

・ 費用については、国と都道府県で１/２ずつ

負担しているが、国の財政措置が十分でな

く、都道府県に超過負担が生じている。

難病対策等に係る公平かつ安定的な制度の確立

※ 消費税増収分を活用した上記の改革のほか、難病対策の改革に総合的かつ一体的に取り組んでいく。
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遺族基礎年金の支給対象の拡大
※公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金

法等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号）による改正

○ 遺族基礎年金の支給対象について、「子のある妻又は子」に加えて
「子のある夫」も対象とする。

○ 平成26年４月１日から施行する。

○ 施行日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金から適用する。

●子のある妻

又は

●子

●子のある妻又は夫

又は

●子

現行の支給対象 拡大後の支給対象

※子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする父母が存在する間は支給停止となる。
※第３号被保険者が死亡した場合には支給されない。
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